
附置義務台数算定表
１　建築物の概要（小数点第３位を四捨五入）

	名称
	

	建築物の用途区分
	床面積
	共通用途部分の按分面積
	合計面積

	特定用途
	百貨店その他の店舗
	㎡
	㎡
	①　　　　　　㎡

	
	事務所
	㎡
	㎡
	②　　　　　　㎡

	
	倉庫
	㎡
	㎡
	③　　　　　　㎡

	
	共同住宅
	㎡
	㎡
	④　　　　　　㎡

	
	その他の特定用途
	㎡
	㎡
	⑤　　　　　　㎡

	非特定用途
	㎡
	㎡
	⑥　　　　　　㎡

	小計
	㎡
	㎡
	㎡


※非特定用途には駐車場部分は含みません。
	駐車場部分等の床面積
	㎡ 

	駐車場部分等を除く延べ床面積
	⑦       　　　　　　　　　　　　   ㎡

	建築物の延べ床面積（駐車場部分を含む）
	㎡ 

	共同住宅の住戸又は住室数


	⑧　　　　                        　戸


２　乗用車の条例対象規模の判定（小数点第３位を四捨五入）
	（①+②+③+⑤）+〔⑥×１/２〕＝
	⑨　　　　　　　　　　　㎡


※⑨の面積が2,000㎡を超える場合は、条例の対象となります。
※ここでいう乗用車とは、概ね幅2.3m×奥行５mに収まる二輪車を除く自動車を指します。
３　大規模建築物の逓減措置（小数点第３位を四捨五入）
　②の面積が10,000㎡を超える場合、または、共同住宅に供する部分の戸数が400戸を超える場合は、床面積（共同住宅においては戸数）に次の表により逓減し、事務所においては、逓減後の合計面積である（②’）を②の面積として、共同住宅においては逓減後の合計戸数である（④’）を④の戸数として計算します。
【事務所】

	事務所の部分の床面積
	床面積×逓減率
	逓減措置後の面積

	　　　　　　　　10,000㎡以下の部分
	10,000㎡×1.0
	10,000㎡

	10,000㎡を超え50,000㎡以下の部分
	　　　　 ㎡×0.7
	㎡

	　　　50,000㎡を超え100,000㎡以下の部分
	       ㎡×0.6
	㎡

	　　　　　　　　　 100,000㎡を超える部分
	       ㎡×0.5
	㎡

	合　計
	②　　　　　　㎡
	②’　　　　　　㎡


【共同住宅】

	共同住宅の戸数
	戸数×逓減率
	逓減措置後の戸数

	　　　　　　　　　　400戸以下の部分
	　　400戸×1.0
	400戸

	　　　　　400戸超え800戸以下の部分
	       戸×0.5
	戸

	　　　　　　 800戸を超える部分
	       戸×0.25
	戸

	合　計
	④　　　　　　戸
	④’　　　　　　戸


４　自動車の附置義務台数の算定

（１）特定用途（共同住宅を除く。）及び非特定用途に供する部分

ア　百貨店その他の店舗の用途に供する部分

1 ÷300［㎡]＝⑩　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

イ　事務所、倉庫、その他の特定用途（百貨店その他店舗、事務所及び共同住宅を除く。）に
供する部分

（②+③+⑤）÷400［㎡]＝⑪　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

ウ　非特定用途に供する部分

　⑥÷900［㎡]＝⑫　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

エ　小計⑩+⑪+⑫＝⑬　　　　　　　　　　台
オ　建築物の延べ面積⑦が6,000㎡未満の場合は、次により算定された緩和率を⑬に乗じます。

　　

　　

　　　　　　　　　＝⑭　　　　　　　　　　（小数点以下第６位を四捨五入）

　　カ　共同住宅等を除いた用途に供する部分の附置義務台数

　・緩和措置のある場合　⑬×⑭＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒⑮　　　　　　　　台
・緩和措置のない場合　　　⑬＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒⑮　　　　　　　　台

５　自動車用駐車施設の規模別台数の算定

（１）普通乗用車用　幅2.5m以上×奥行き6.0ｍ　以上

⑮×0.3＝⑯　　　　　　　　台（小数点以下切上げ）

（２）小型自動車用　幅2.3m以上×奥行き5.0ｍ　以上

⑮－⑯＝⑰　　　　　　　　台
６　荷さばき用駐車施設の附置義務の算定

（１）特定用途に供する部分の床面積（①+②+③+⑤）＝⑱　　　　　　　　　　　㎡
※⑱の面積が2,000㎡を超える場合は、条例の対象となります。
（２）共同住宅に供する部分の床面積（④）＝⑱’　　　　　　　　㎡ かつ　　　　　　　　戸
※共同住宅においては、⑱’の面積が2,000㎡かつ⑧が50戸を超える場合は、条例の対象となります。
ア　百貨店その他の店舗の用途に供する部分

① ÷3,000［㎡]＝⑲　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

イ　事務所の用途に供する部分

② ÷5,000［㎡]＝⑳　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）
ウ　倉庫の用途に供する部分

③ ÷1,500［㎡]＝㉑　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）
エ　特定用途（百貨店その他店舗、事務所、倉庫及び共同住宅を除く。）に供する部分

　　⑤ ÷4,000［㎡]＝㉒　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）
オ　共同住宅の用途に供する部分
　⑧÷100［戸］＝㉓　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

　カ　小計　⑲＋⑳＋㉑＋㉒＋㉓＝㉔　　　　　　　　　　台
（３）荷さばき用駐車施設の附置義務台数（幅3ｍ以上×奥行き7.7ｍ以上×高さ3.2以上）
　建築物の延べ面積⑦が6,000㎡未満の場合は、次により算定された緩和率を㉓に乗じます。

　　

　　

　　　　　　　　　＝㉕　　　　　　　　　　（小数点以下第６位を四捨五入）

・緩和措置のある場合㉔×㉕＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒㉖　　　　　　　　台
・緩和措置のない場合　　㉔＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒㉖　　　　　　　　台

＊㉖が10台を超える場合は、10台とします。
７　荷さばき用駐車施設の規模別台数の算定
　　（１）荷さばき用（小型）　幅2.5m以上×奥行き6.0ｍ　以上（小数点以下切り捨て）
　　　　　㉖×0.4＝㉗　　　　　　　　台
　　（２）荷さばき用（大型）　幅3.0m以上×奥行き7.7ｍ×はり下3.2m　以上
　　　　　㉖－㉗＝㉘　　　　　　　　台
８　自動二輪車用駐車施設の附置義務の算定

（１）特定用途に供する部分の床面積（①+②+③+⑤）＝㉙　　　　　　　　　　　㎡

※㉙の面積が2,000㎡を超える場合は、条例の対象となります。
ア　百貨店その他の店舗に供する部分

①÷3,000［㎡]＝㉚　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

イ　特定用途（百貨店その他店舗及び共同住宅を除く。）に供する部分

　（②+③+⑤）÷8,000［㎡]＝㉛　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

　ウ　小計　㉚＋㉛＝㉜　　　　　　　　　　台
（２）自動二輪車用駐車施設の附置義務台数（幅1ｍ×奥行き2.3ｍ以上）

　建築物の延べ面積⑧が6,000㎡未満の場合は、次により算定された緩和率を㉚に乗じます。

　　

　　

　　　　　　　　　＝㉝　　　　　　　　　　（小数点以下第６位を四捨五入）

・緩和措置のある場合㉜×㉝＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒㉞　　　　　　　　台
・緩和措置のない場合　  ㉜＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒㉞　　　　　　　　台
８　駐車施設の附置義務台数
	
	普通自動車用（⑯）
	小型自動車用（⑰）
	自動車用合計（⑮）
	大型荷さばき用（㉘）
	小型荷さばき用（㉗）
	自動二輪車用（㉜）

	附置義務
台数
	　　　　台
	　　　　台
	　　　　台
	　　　　台
	　　　　台
	　　　　台

	設置台数
	　　　　台
	　　　　台
	　　　　台
	　　　　台
	　　　　台
	　　　　台


· 荷さばき用駐車施設の台数は、普通又は小型自動車用駐車施設の台数に含めることができます。
· 設置台数には、実際に設置する駐車施設の台数を記入して下さい。
　　　　　　　　2,000㎡×（6,000㎡－⑦）


緩和率＝１－


　　　　　　　　6,000㎡×⑨－2,000㎡×⑦





　　　　　　　　　　6,000㎡－⑦


緩和率＝１－


　　　　　　　　　　２×⑦





　　　　　　　　6,000㎡－⑦


緩和率＝１－


　　　　　　　　　２×⑦








2

